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一人一台タブレットの長期休業中の取扱いについて 

 

日ごろより、本校の教育にご理解ご協力いただき厚くお礼申しあげます。 

 さて、豊中市では、昨年度から公立学校小中学生に一人一台のタブレットを配付しています。この

タブレットには、授業支援ソフトや学習ドリルソフトが搭載され、普段の授業や家庭学習で活用し、子

どもたち一人ひとりの学習の状況に合わせたきめ細やかな学びの実践につながるものとなっており

ます。長期休業中もタブレットを自宅に持ち帰って家庭学習等で活用できるよう LTE 回線でインタ

ーネットに接続できるようになっております。 

別紙の「児童生徒タブレットを自宅に持ち帰るときの注意点」を確認いただき、各家庭にてご対

応いただきますようお願いいたします。なお、故障・紛失については下記のとおりとなります。 

 

記 

 

 

長期休業中のタブレットの故障・紛失対応について 

 

★タブレットの故障…iPad専用窓口にお問い合わせください 

★タブレットの交換…故障・破損のタブレットを学校にご持参ください。 

※学校保管の予備機と交換します。 

★タブレットの紛失…平日に学校へご連絡ください。 

★12/29～1/3は学校休業日となりますので、iPad専用窓口へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

豊中市教育センター「タブレットの長期休業中トラブル対応」をご覧ください。 

（保護者向け タブレット Q＆A、タブレットドリル不具合について、スクリーン 

タイムの設定、フェイクアラートに注意(iOS)等の資料が掲載されています。） 

iPad 専用窓口について  【Apple Care for Enterprise(ACE)】 

TEL （※紙媒体に記載しています）  

➡ ◎対応時間 平日９時～１８時（祝日除く） 

TEL （※紙媒体に記載しています） 

 ➡ ◎対応時間 平日１８時～２１時（祝日除く） および 土日祝日 ９時～２１時                     

 

http://www.toyonaka-osa.ed.jp/educ/index.cfm/1,4578,c,html/4578/20211109-181848.pdf

